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【足立区公契約等審議会】会議録 

会 議 名 令和７年度 第２回 【足立区公契約等審議会】 

事 務 局 総務部 契約課 

開催年月日 令和７年１２月３日（水） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 午前１２時００分 

開 催 場 所 足立区役所１１階 入札室 

出 席 者 飯塚 優子 会長 田中 真奈美 副会長 

 鈴木 欽哉 委員 秦  邦昭 委員 

欠 席 者  

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議事 

（１）定例審議 

・議案第１号  東加平小学校全体保全計画にかかる校庭改修その他工事 

・議案第２号  環状七号線改修工事（道路整備課工事第１８号） 

・議案第３号  路面下空洞化調査（道路整備課委託第８号） 

・議案第４号  上沼田東公園東側創出用地活用事業者選定支援業務委託 

・議案第５号  足立区こども計画策定業務委託 

３ 報告事項 

（１）令和７年度の不調・不落について（１０月３１日現在） 

（２）指名停止措置状況について（６月～１０月） 

４ その他事項 

（１）多重下請けについて 

（２）公契約条例の運用について 

（３）足立区契約事務規則の一部改正について 

（４）予定価格の事前公表について 

５ 閉会 

 

資 料 公契約等審議会資料 
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（審議経過） 

１ 開会 

【総務部長挨拶】 

 

・会議の公開について 

○飯塚会長 

 審議会は公開としますが、非公開情報に関す

る審議については、議事を非公開とします。 

 

－全委員了承－ 

 

２ 議事 

（１） 定例審議 

・定例審議抽出説明 

○飯塚会長 

 定例審議案件の抽出理由ですが、工事契約案

件と物品契約案件はともに、契約金額の大きい

ものや内容を確認したいものを抽出しました。 

 

・工事契約３件 

議案第１号 東加平小学校全体保全計画にか

かる校庭改修その他工事 

○工事契約係長 

議案第１号の説明をさせていただきます。契

約件名は、東加平小学校全体保全計画にかかる

校庭改修その他工事です。契約方式は条件付一

般競争入札の総合評価になります。契約金額は

２億２９９０万円、契約の相手方は誠和光建株

式会社で区内事業者となります。予定価格は２

億３０４５万円で、事後公表です。落札率は９

９．７６％。工事の概要といたしましては、校

庭人工芝改修工事、マンホールトイレ設置工事、

校門改修工事等を行っております。続きまして

入札参加資格の設定内容になります。４ページ

５ページになります。参加資格要件のところの

説明をさせていただきます。地域要件といたし

ましては、区内の本店又は支店を有する認定さ

れた事業者と設定しました。共同運営格付とし

ては、一般土木の共同運営格付ＡまたはＢ、最

高完成工事高の実績といたしましては、過去７

年間の最高完成工事高が一定額以上の実績を

求めております。特定建設業許可と専任の管理

技術者の配置を資格設定内容として設定いた

しました。競争入札参加資格の審査結果でござ

いますが、応募事業者が５社ございました。入

札結果になりますが、入札者数が２社、うち価

格超過が 1 社ございました。低入札者はなし、

辞退者は３社となっております。この案件は契

約変更がございます。１３ページになります。

契約変更を 1回行っております。金額変更をし

ておりまして、金額の増加率としては１．９

５％の増加率になっております。１４ページに

なります。変更理由ですが、地中にコンクリー

トガラ等が埋まっていたところによる撤去数

量の増と、防球ネット基礎が当初想定していた

よりも大きかったというところの工事の内容

の変更を行っております。説明は以上になりま

す。 

 

○秦委員 

受注制限のところですが、５ページのところ

で今回は総合評価方式の条件付一般競争にな

っています。９ページの注５のところで、複数

の入札案件のうち同一事業者が請負うことの

できる件数は１件とあります。次の１０ページ

で、（３）入札方式（条件付一般競争入札及び

公募型指名競争入札に加え、総合評価方式の適

用を認め含めたものをいう。）が同一であるこ

ととなっています。条件付一般競争入札、公募

型指名競争入札それぞれ独立に認めるので２

件というよう聞いています。事案によって資格

審査委員会で変更するのは別として、そうでな

ければ基本的に２件、それから総合評価方式は

今回入ってきましたので、形態としては条件付

一般競争入札、公募型指名競争入札、総合評価

方式の条件付一般競争入札、総合評価方式の公

募型指名競争入札の４種類があるが、総合評価

方式は、条件付一般競争なり公募型指名競争入
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札それぞれに基づくと理解する２種類になり

ます。どう考えればいいのか教えていただけれ

ばと思います。 

 

○工事契約係長 

総合評価方式がついた場合の条件付一般競

争入札、それが同時に公表された場合は、受注

制限の対象になるということで、累計的には４

つになっていますが、扱いとしては２つです。 

 

○秦委員 

それぞれ 1 件ずつと考えていいのですか。1

件しかできないと書いてあるのですが。 

 

○工事契約係長 

総合評価方式の条件付と、総合評価方式でな

い条件付が、同時になった場合はどちらも１件

です。 

 

○秦委員 

条件付一般競争入札の他の事案については、

同一方式のため受注制限があってできません。

他方公募型指名競争入札はできると２件可能

なのか、両方含めて 1件落札すると同時期の入

札はできないということなのか。今まで聞いて

いるのは、別々に 1件ずつできると聞いている

が、なかなか文書で読み取りにくい。これで見

ると 1 件しかできないと書いてあるので、1 件

だけですかという質問です。 

 

○工事契約係長 

ちょっと確認いたします。 

 

○秦委員 

それからもう 1 件は６ページのところです。

足立区内業者の下請け等活用の状況に応じて、

総合評価の場合には３点まで加算するとなっ

ています。過去５年間で３件以上の工事全てで

区内の業者を下請けとして使っていれば３点、

その次は２点、１点となっています。下請け業

者を使った場合には加点する。そうすると使わ

ない場合、全部自分のところでやってしまった

ら０点になる。足立区内の業者をできるだけ使

ってもらうというのが本来の趣旨で、そのため

の加点になっている。そうすると全部自前でや

るとなると、その本店は足立区であれば同じ状

況です。下請けに足立区内の業者を使ったら３

点。自分のところでやったら０点はどう考えれ

ばいいのでしょうか。 

 

○工事契約係長 

基本的には、工事であれば、下請け事業者が

入ることが多いのかなと思いますが、今回は統

計的な数字を取っているわけではないので、必

ずそうですとは言えません。 

 

○秦委員 

足立区に本店のある事業者が全部自前でや

りますと言ったら０点になって、足立区にある

下請けを使ったら３点まで行くと。下請けを使

えということを推進されているということで

すか。そういう意味ではないですよね。 

 

○工事契約係長 

下請け使う場合には区内事業者を入れてい

ただくように協力をいただくことです。 

 

○秦委員 

そうです。何故そこは３点つくのに、自分の

ところでやったら０点になるのですか。 

 

○契約課長 

実際上、そういう事例があるのかどうか確認

してみないと。 

 

○田中副会長 

今まで下請けを使っている確率が高くて、そ

れを基に評価方式を作っているのであれば、そ
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の時点では問題はなかったのですよね。ただそ

れが自分のとこでできるようにもし変わって

きているのであれば、見直す必要があると思う

ので、まずは実態を明らかにされた方がいいと

思います。 

 

○契約課長 

確かに建設業界は、人手不足といったところ

もあります。色々な事業者に協力いただいてや

っているという実態もあるので、まずは現状を

確認したいと思います。 

 

○工事契約係長 

先ほどの受注制限の設定基準のところです

が、要項上、入札方式が同一であることという

ようになっていますので、同一の入札方式、公

募型と条件付きであった場合は異なるものと

考えます。 

 

○秦委員 

１件ずつ、２件ということでいいですよね。

そうすると1件と書いてあるのは大丈夫だった

のですか。 

 

○田中副会長 

多分これは、次の各号の全ての要件を満たす

と書いてあるので、とにかく満たさなければ１

件ではないです。１から４まで全部が当てはま

ったら１件ということだと思います。だから入

札方式が同一でなければできるということで

はないですか。 

 

○秦委員 

この案件を受注したら、もう入札はできない

というふうに取れてしまいますが、そういう意

味ではないのですか。もう 1件できますよとい

うことですか。 

 

○工事契約係長 

同一に別の入札方式のものが開札される場

合には、それを取れることになります。 

 

○田中副会長 

ここに同一であることと書いてあるので、入

札方式が同一でなければできるんですよ。この

全ての条件を満たしている場合は一件なので。 

 

○秦委員 

例えば入札参加制限の場合には、合わして 1

件です。入札参加制限実施基準では「及び」と

受注制限と同じ表現です。もう少し分かりやす

くしてもらえればいいのです。意味は大体分か

りました。そのまま素直に取れるかどうかとい

うと、なかなか取りにくいなと思ったのですが、

文書の整理だけなのでよろしくお願いします。 

 

○鈴木委員 

工事等契約変更内容公表書ですが、契約変更

の理由としては、いつもの工事契約変更の理由

と特に違いはないのですが、大体この手の工事

は、ほぼ間違いなく変更される流れで工事を行

います。テストで調べるというか、手間をかけ

てから入札にかけるというのは、やっぱり実態

に合わないのですか。要するに実際に契約した

後、業者が入って調べてみたら追加工事になり

ましたという流れは、変えようがないのでしょ

うか。 

 

○田中副会長 

私も同じことを思っていました。必ず学校は、

ガラや不良土が出てくるではないですか。これ

は想定内なので、事前になんとかならないのか

と思いました。 

 

○東部地区建設課長 

２つパターンがありまして、１つは今まで作

ってきた図面がありますという形です。ここに

こういう建物を作っていますという形で設計
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している場合があって、実際に掘ってみたら予

定よりも大きな基礎になっていたというもの

です。もう 1つは、前の前の建物の基礎が埋ま

っていたというものです。それは全然図面にな

い時に、設計のタイミングで掘ってみて、物量

を確認した上で積み上げるのであればより実

際に近くなってくると思うのですが、学校や現

場が動いているところでは、来年工事のために

少し閉鎖させて掘らせてくださいとか、一律に

調査をさせてくださいていうのはなかなか厳

しいところがあります。また土壌汚染とかは、

今までの地歴というか歴史的に多分問題ない

だろうと思いないながら、実際処分した時に調

査してみると、処分にお金がかかるということ

があります。なかなか設計の段階で、全て拾え

るかというと、なかなか難しい状況になってい

るというのが現実です。 

 

 

○田中副会長 

それは歴史的なこともあるのかもしれない

ので、今後そうならないように、きちんと資料

を残していただくしかないですね。 

 

○東部地区建設課長 

今は変更もきちっとやっているので、今ある

建物と図面はほぼイコールかなというところ

ですが、昭和の時の図面などは、少し不安な点

があることは事実です。 

 

○飯塚会長 

本件とこの後の別の案件もそうですが、入札

業者表だと５社あったのに、結局３社が辞退し

てしまって、２社だけが参加して結果としてか

なり高い落札率になっています。ここがもっと

どうにかならないものかなと、以前から思うと

ころです。ご事情を伺うと、監督員に余裕がな

いとか、他の工事の受注を考えているとか、そ

ういった事情で辞退されてしまっています。 

 

○契約課長 

なかなか区内業者では限られているという

ことや、辞退理由にあるような点があります。

また金額的に一定程度事後公表とはいえ、金額

の幅を公表していたり、東京都の設計単価が公

表されているので、事業者も過去の工事の内容

を確認して入札しているので、どうしても利益

を取った上で落札したいと考えているところ

が多いと思います。そうなると、落札率も高い

方になってしまっているというのが実情です。 

 

○飯塚会長 

多数の業者に参加していただいて、競争が起

これば落札率は下がってくると思います。しか

し、今回の案件はそういう状況になってないの

で、もう少し何かあって競争が起きればいいと

思います。 

 

○鈴木委員 

辞退する業者も、基本的には色々な資料を提

出するという手間暇をかけています。要するに

単に応募しました、入札に参加させてください

という形で手を上げるだけではなくて、色々な

資料を用意して、手間暇かけた上で最後に辞退

になってしまいます。そのため、本当に競争に

なるような、うまい進め方はないものかと思い

ます。 

 

○田中副会長 

人材不足というのが理由になっているもの

もあるようです。今、業界的にそうなのかもし

れないので、少し気になります。 

 

○契約課長 

多分、手上げをした後に、具体的な発注の内

容まで見ずに、その時点で辞退されている方も

いると思います。具体的に積み上げた上で辞退

される方も、もしかしたらいるかもしれません。
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ここの理由を見ると、そこまで至らずに辞退さ

れている方もいるかと思います。 

 

議案第２号 環状七号線改修工事（道路整備課

工事第１８号） 

○工事契約係長 

 議案第２号、環状七号線改修工事になります。

資料のページで言いますと、１６ページからに

なります。まず契約の内容は、契約方式として

は、条件付一般競争入札になります。契約金額

は、２億６８４０万円。契約の相手は丸藤小林

土木株式会社で区内の事業者となります。予定

価格は２億６９１７万円余で設定しておりま

す。落札率は９９．７％です。工事の概要とい

たしましては、北綾瀬駅前の整備に伴う環状七

号線の改修工事となっております。入札参加資

格の設定内容ですが、資料といたしましては、

１８ページ以降になります。参加資格要件は、

地域要件としましては区内本店もしくは支店

を有する認定された区内事業者、及び２３区内

に建設業法上の営業許可を持つ本店または支

店もしくは営業所ということになります。前回

入札不調になっておりまして、前回、条件付一

般競争入札の総合評価方式で公表されており

ますが、地域要件を２３区を含めた方式に変え

ております。共同運営格付といたしましては、

一般土木工事の共同運営格付がＡもしくはＢ、

最高完成工事は、過去７年間の実績が一定額の

実績を求めております。特定建設業の許可と専

任の監理技術者の配置を求めております。続き

まして、競争入札参加資格の審査結果は、２５

ページです。応募事業者数は５社ありました。

区内事業者が４社、区外は１社です。続いて入

札結果は、２６ページになります。入札者数が

２社、１社が価格超過となっております。低入

札等はなし。辞退事業者が３社ございました。

こちらは契約変更をしている案件になります。

２回実施しておりますが、1 回目の契約変更に

ついては、公契約条例の改正に伴って公契約約

款特例条項の変更が必要というところでして

おります。２回目の契約変更については、２８

ページ以降に資料がございます。こちらの方は、

警察署等との協議によって交通誘導員の人数

を変更したことによって、契約金額が増額した

というところになっております。説明の方は以

上でございます。 

 

○鈴木委員 

環七というのは、足立区の道路かなと思って

見たら、東京都の道路でした。その工事をする

という経緯が分からないので質問をさせてい

ただきました。そうしたらこの地図を用意して

いただきました。要するに東京都との連携とい

う意味で、足立区の工事契約で問題ないという

ことを確かめたいという趣旨もあるので、その

辺をご説明いただけないでしょうか。 

 

○道路整備課長 

環七は確かに都道です。なぜ工事するかとい

うと、その原因の部分ですが、事前にお配りし

たＡ３の図面の資料でいいますと薄緑色の部

分です。北綾瀬駅に新たに整備する駅前交通広

場を先行して工事して、最後に出来上がる時に

環七をいじる必要があるので、分けて工事は出

しています。目的として駅前交通広場を新たに

作るので、それが原因で環状 7号線の外回りに

ついて、直進２車線と左折があるのですが、そ

の左折レーンを新たに設けます。また内回りに

ついて、直進２車線と右折レーンが１車線です

が、右折レーンを設けます。元々は２車線ずつ

だったものに、内回り外回りを３車線にして、

左折とか右折で駅前広場に入るという行為は、

どうしても区の原因で必要でしたので、影響部

分を東京都にお願いして道をいじらせていた

だいたということです。通常、ここに限らず隣

接する原因で隣接する部分をいじらせてもら

うという時は、原因者が工事するのは一般的で

すので、それに基づいて区が工事をしたという
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ことでございます。 

 

○飯塚会長 

１７ページの工事概要のところで都費下水

道局とあるのですが、この都費下水道局という

のはどういう意味ですか。この全体工事は足立

区の費用負担でやっているのですが。 

 

○道路整備課長 

今回、駅前広場や環状七号線の工事に伴って、

そこに埋設されているライフラインについて、

電気とかガスとか、上下水道、こういったもの

を動かす工事が必要になりました。ライフライ

ンの企業者は、占用と言いまして、その土地を

使わせてあげる料金を足立区側に払っていま

すので、道路の工事の原因があってどかなけれ

ばいけない時は、全部企業者の負担で企業者が

自主的に工事してもらうのがルールです。その

ため、ここに載っていない電気、ガスも、区の

方でいつまでにどかしてくださいということ

で、別途どかしてもらっています。ただし下水

道に関しましては、東京都という同じ行政なの

で、下水道局の動かしてもらうスケジュールで

は駅前交通広場の整備したいスケジュールに

間に合わないという状況がございました。その

ため、区の方で動かして、その代わりかかった

代金を全部東京都の下水道局から後でいただ

くというスキームでやっておりますので、こう

いった記載が出ています。 

 

○秦委員 

北綾瀬駅の最も注目されている部分の整備

ということなので、関心もすごく高いです。そ

の道路工事の入札で、東京区内も対象にしてい

ますが、その割に入札の希望は１社しかいない

です。また入札落札率を見ると、もう上限に張

り付いて、１社は予定価格を超過しています。

足立区ならそんなに多くないと思いますが、２

３区なので道路だったらすごく多いです。もっ

と入札者がいても良さそうですが、あんまり魅

力がないということなのですか。 

 

○道路整備課長 

環状七号線は交通量が非常に多くて、また駅

前なので夜間工事になります。そうなると少し

条件が悪いということで、何度か不調がありま

した。そのため、区外に広げたのですが、区外

業者では職員の宿泊するような余分な経緯が

かかってくるので、最終的には区内業者が一番

メリットがあって取っていただいたという形

になっています。 

 

○契約課長 

他の区でも聞いてみると、どこの区も区内優

先でやっていて、結局、区内の工事で手一杯で、

他の区に手あげるところまではいかないとい

うのが実情のようです。 

 

○秦委員 

小さい業者ならば自分の区で手一杯という

のは分かりますが、全国でやっている大手業者

です。しかも区内では結構大きな事業です。そ

れでも難しいということですか。 

 

○道路整備課長 

大本組は、この駅前交通広場の工事をしてい

たので、スケールメリットというか隣でやれば

ということで手をあげていただきました。岡山

の会社で、職員も全員岡山から家族で来ている

ようなので、そういった経費を出しても、この

駅前交通広場の方は旨味がありました。駅前交

通広場の工事は１７、８億円であったのですが、

環七の道路工事になると額的にも２、３億円ぐ

らいの工事で、大手だとその経費の部分で少し

合わないということは言っていました。 

 

議案第３号 路面下空洞化調査（道路整備課委

託第８号） 



8 

 

○工事契約係長 

 議案第３号、路面下空洞化調査なります。資

料は、３０ページからになります。契約方式と

しては、公募型指名競争入札になります。契約

金額は、７４９１万円で、契約の相手は株式会

社カナン・ジオリサーチ東京支店で区内の事業

者となっております。予定価格は９２８９万円

余で事後公表としております。落札率は８０．

６４％です。委託の概要といたしましては、道

路の路面下空洞化調査となっております。続き

まして、入札参加資格の設定内容になります。

資料といたしましては、３２ページ以降になっ

ております。共同運営格付につきましては、区

内については地質調査の共同運営格付順位を

持っている事業者であること、２３区内につい

ては地質調査の共同運営格付順位が１位から

１００位である事業者を対象としています。契

約の実績といたしましては、令和３年から令和

５年度の過去３年間において、国土交通省発注

の同種調査の契約実績を有することとしてお

ります。主任技術者については、自社雇用の主

任時術者を配置することとしています。続きま

して、参加資格の審査結果になります。資料は

３６ページです。応募事業者は、３社ございま

した。区内が１社、区外が２社となっておりま

す。入札の経過になります。３７ページでござ

います。入札者数は２社、価格超過はなしです。

辞退事業者が１社となっております。契約変更

はございません。説明の方は以上となります。 

 

○秦委員 

３年度に渡って千住地域が６年度で、北西部

が７年度で、北東部が８年度、３年をかけて全

体をやるとこなっていますが、この契約金額７

４９１万円というのは、当年度分ですか、３年

分ですか。 

 

○道路整備課長 

 ３年分です。 

 

○秦委員 

落札率が８０．６４で、２番目が８０．８１

なのですが、八潮の事故以来、自治体は陥没検

査のため、大幅に需要が増えているはずです。

競争条件が厳しくなっていると思うのですが。

予定価格が高すぎたというのか、あるいは各自

治体でこの路面下空洞化調査は、急に増えたと

いう状況でもないのか。普通に考えると、需給

関係が厳しくなるので、落札率は上がる。ある

いは価格超過になりそうですが、２件とも低い。

これをどう考えればよろしいのですか。 

 

○道路整備課長 

この調査は八潮の陥没事故を受けてではな

く、５年に１度、定期的に点検をするというル

ールがあるのでそれに基づくものです。自系列

的にも、昨年の令和６年７月からの契約期間で、

八潮の陥没事故があったのは令和７年１月末

だったと記憶していますので、陥没が起きる前

に入札成立しているところであります。陥没事

故以降は、水路が区内７０km ぐらい張り巡らさ

れているので、追加でこの調査以外に区で多く

の調査を出していますが、かなり引き合いが強

いので、なかなか作業員がいないといった話し

をいただいているところです。 

 

○秦委員 

タイミングのいい状況で出来ている契約だ

と分かりました。今回の３年分の調査を行うと、

足立区でどのくらいカバーされて、残るのはど

のくらいですか。 

 

○道路整備課長 

この調査で使用する車は、道路を破壊しなく

てもセンサーというか電波のようなもので、道

路の路面の下に空洞があるかどうかを測るこ

とができることが条件になっています。全ての

道路をできるわけではなくて、細い道路とか車
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が入れないような道路は測定ができません。そ

のため、ご質問の全体の何パーセンかというと

ころでいくと、足立区内で大体９６０km道路が

ある中で、今回１６０kmぐらいですので、割合

にすると１５％、１６％ぐらいの割合の道路を

調査し直しているという対応を行っていると

ころです。ただし、その１５％も闇雲にやって

いるわけではなくて、陥没が起きた時に大きな

事故がある１５ｍぐらい幅員がある都市計画

道路や、バスが走っている道路を行っています。

さらに千住、宮城、新田という３か年の１番最

初にやった地域は、古い下水道管で陶管といっ

て割れてしまう素材の下水道がたくさん入っ

ている地域で、なるべく細い道路までやるよう

に選定して、大体１５％ぐらいを出していると

いうような状況です。 

 

○秦委員 

これまで既存でもう終わっている部分とい

うのは。 

 

○道路整備課長 

実は１５％の道路という考え方は変えずに、

それを５年ごとに調査していています。細い道

路というのは、空洞化があるかどうかという調

査はやったことがありません。それでほっとい

ているのかと言いますと、細い道路に関しまし

ては、日々、パトロールで回ったりとか、八潮

みたいな大きな陥没ではないのですが、どうし

ても何十センチかへこんでしまうということ

は時々起きますので、そういったことが起きた

ら対応するというやり方でメリハリをつけて

やっています。 

 

○秦委員 

５年に１回、繰り返し同じところを中心にや

っているのですか。 

 

○道路整備課長 

ずっと昔からではなくて、今回で３回目ぐら

いになるので、まだ１５年ぐらいの歴史です。 

 

○田中副会長 

どれくらい見つかるのですか。 

 

○道路整備課長 

令和６年度に、先ほどの１６０km の１／３ぐ

らい調査していまして、見つかった箇所は全部

で１７０ぐらいでした。ただし、全部が空洞と

いうわけではなくて、ランクがあります。全部

で３ランクあるのですが、早急に対応しなくて

はいけないのが１ランクで、やや陥没のリスク

が高いというのが２ランク目で、陥没のリスク

は少ないが経過観察が必要というのが３ラン

ク目です。大多数は３ランク目で１２０ぐらい

です。１番リスクが高いものが２３箇所ありま

した。それは見つけた瞬間、分かった瞬間に直

ぐ直します。２番目のリスクのものが３０箇所

です。ただしイメージを持っていただきたいの

ですが、今回見つかった１番リスクが高いもの

は、４０cmぐらいの空洞で、舗装のすぐ下とい

うよりは少し深いところで、形は色々あります

が、球体と想像していただくと、そのぐらいの

サイズ感のものが、1 番危険で見つかったもの

としては 1番大きかったものでございます。 

 

○鈴木委員 

建物を建てるとか土木工事とかは出来上が

るので、その際のチェック、検収はきちんと見

て行うことができると思うのですが、こういう

調査は、本当に調査しているのか、陥没が見つ

かれば、それが結果として出てくるので調査し

ているように思えるのですが、調査しなくても

やりましたと言って請求できるような気もし

ます。そのため、このような調査でチェックを

どのようにしているのか伺いたいと思います。 

 

○道路整備課長 
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全部、非破壊のセンサーでやっていますので、

そのセンサーの結果の報告書はもらっていま

す。しかし、確かに悪意を持ってやれば、そう

いうこともあるかもしれないという疑義があ

りましたので、最初の入札の段階で国土交通省

の実績があることで縛らせていただいていま

す。入札でカナン・ジオリサーチとジオ・サー

チという２社だったと思いますが、これまで大

体この２社がどこの自治体も取り合っている

構図です。逆にこの２社はすごく信頼性と実績

が高いので、ここに取ってもらいたいという方

向でやっていました。 

 

○飯塚会長 

テクリスとは何ですか。 

 

○道路整備課長 

テクリスというのは技術者を事前に登録す

る制度で、工事だとコリンズというのがありま

す。きちんとした技術者が工事につくことを前

提に契約するというのを事前に申請してもら

って、その人が実際に技術者として登録された

ら、それを日本帝国のシステムに登録してもら

えるシステムです。 

 

○飯塚会長 

１個前のものはテクリスは書いていません

でしたが。 

 

○工事契約係長 

３ページにコリンズが書いています。 

 

○飯塚会長 

下見積の業者はどちらですか。 

 

○契約課長 

工事関係は大体が区の方で、担当課が積算し

ています。 

 

○飯塚会長 

金額が予定価格と乖離があるので、なぜ乖離

があるのかということが気になったのですが、

人件費が重いからなのですか。もし理由として

考えているところがあれば教えていただきた

い。 

 

○道路整備課長 

おっしゃる通りで、工事は物を買って来たり

とかがあるので、かなり落札比率が高めに出ま

すが、委託関係、今回の調査とか設計の委託と

かですと、やはり人件費が主になるので、会社

の考え方で少し落札率が下がる傾向にありま

す。 

 

○秦委員 

これは受注制限をかけていますが、受注制限

をかけるような事案でもなさそうです。５年に

１回で、業者もそんなに多いわけではありませ

ん。対象になっていますが、これは統一的な様

式なので入れているということなのですね。 

 

・物品契約２件 

議案第４号 上沼田東公園東側創出用地活用

事業者選定支援業務委託 

○物品契約係長 

 議案第４号です。契約件名は上沼田東公園東

側創出用地活用事業者選定支援業務委託です。

契約方式につきましては指名競争入札です。契

約種別は委託となります。契約額は１７７１万

円で、契約の相手方は野村証券株式会社金融公

共公益法人部で区外業者となります。契約期間

につきましては令和６年７月４日から令和７

年３月２０日となります。業務内容につきまし

ては、対象敷地の現状分析、サウンディング型

市場調査を含めた上沼田東公園周辺地域の現

状分析及び将来予測、地元の合意形成や活用事

業者選定の候補、審査委員会に関する支援を行

うことなどがございます。参加資格条件につき
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ましては、３９ページ、仕様書６に記載がござ

います。審議対象は、競争入札参加資格の審査

結果につきましては、４７ページ、入札業者一

覧の通りでございます。入札経過につきまして

は、４８ページ、入札経過調書をご覧ください。

本件は１０社を指名しまして、下見積業者であ

る２社が札入れしました。他８社は辞退という

結果になりました。主な辞退理由としましては、

参加要件を満たさない、体制確保困難なためと

なっております。落札率は９１．３６％です。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田中副会長 

この案件だけ、落札した業者と２番目との金

額の差が大きい気がするしますが、これは何故

でしょうか。 

 

○物品契約係長 

両方とも下見積業者なのですが、２番目の都

市環境計画研究所の下見積りの段階では、予定

価格を下回っている下見積書でした。結果は５

００万円近く大きいというところで、詳細は分

かりませんが、人件費と人員体制等を鑑みて入

札ではこういった結果になったと推察されま

す。 

 

○秦委員 

足立区内では東京女子医大が来て最も魅力

に富んだ発展する可能性の高い地域で、民間の

アイデアを使ってサウンディングでやる。それ

だけに区としてもその運営の仕方が非常に難

しいと思いますが、どういう形でやられている

のかをお聞したい。資産活用担当課は何人ぐら

いですか。おそらく人数は少ないと思うのです。

サウンディングは、民間業者に委ねながら、企

画立案は課がしなくてはいけない。このサウン

ディングだと野村証券のセクションに委ねな

がら協議していくのか、あるいは来てもらって

両方一緒になってやるのか、どういう運営のや

り方をこの事案についてはされているのか。事

業の相手を決めるまでをやるのか、募集までを

やるのか。実際にサウンディングを現在やって

いますね。 

 

○資産活用担当課長 

今、公募中です。 

 

○秦委員 

もう去年で終わっているはずなのですが、現

実はまだ続いていますよね。 

 

○資産活用担当課長 

資産活用担当課の職員ですが、課長１名、係

長２名、担当１名の計４名の課です。業務の内

容でございますが、野村証券には、仕様書にも

ある通り、基本的には今回の公募のスキームを

検討する中で色々な情報をもらうことや、サウ

ンディング型市場調査のサポートをやっても

らっていました。サウンディングのやり方です

が、区が確認したいところを、どういう質問を

したら区が求めている情報が得られるかとい

ったアドバイスを野村証券にもらいながら、サ

ウンディングの方は進めていました。事業の中

身ですが、どこまでやるかというところでは、

事業者をプロポーザルの公募というやり方で

決めようとしていましたので、事業者の優先交

渉権者を決めるところまでサポートしていた

だく予定でした。ただし、この委託業務につき

ましては、本来であれば、昨年度に優先交渉権

者が決まる予定だったのですが、公募して手を

上げていた事業者が撤退してしまったため、途

中で公募が終了しています。この委託業務は、

契約の関係上、昨年度で野村証券とは 1度業務

は終了しています。今年度、改めて野村証券か

ら頂いたノウハウを生かして、区が手弁当で改

めて再公募をしまして、現在、公募を実施中で

す。明後日に第３回選定委員会を行って、優先

交渉権者が決まる予定です。 
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○秦委員 

今年度は、昨年のノウハウを生かして、課の

中でやっているわけですか。昨年までで事業者

を決める予定でしたが、辞退されて流れてしま

ったので、同じことを繰り返しているというこ

とですか。 

 

○資産活用担当課長 

その通りです。最後まで行かなかったので、

この委託の中の変更を少しして、再募集するに

あたって野村証券に色々と資料を整えていた

だいたという経緯がございます。 

 

○秦委員 

それはこの契約金額の中でですか。 

 

○資産活用担当課長 

そうです。 

 

○秦委員 

野村証券は本体の方でやっているのですか。

それともこちらに人が来て課で一緒にやって

いるのですか。 

 

○資産活用担当課長 

基本的には、打ち合わせをする時に来ていた

だいて、打ち合わせをするという形です。 

 

○秦委員 

サウンディングをしたり、その相手とヒアリ

ングをするというのは、その都度来てもらって、

こちらでやるのですか。 

 

○資産活用担当課長 

こちらに来てもらって行いました。 

 

○鈴木委員 

ちなみに、創出用地を活用するという事業は、

まだ沢山あるのでしょうか。 

 

○資産活用担当課長 

何件もありまして、この他にも現在、動かし

ている事業がございます。そこはまた別の支援

業務委託をかけて実施しているところでござ

います。 

 

○鈴木委員 

少なくとも次の事業に活用できる色々なノ

ウハウが溜まっていくわけですね。 

 

○資産活用担当課長 

その通りです。そのため、中には支援業務委

託をせずに、職員が手弁当だけでやっていると

いう公募もございます。 

 

○秦委員 

民間の活力をまさに利用しながら、小人数で

やっておられる。２年目は、自前でやるという

のは大変ですね。 

 

○資産活用担当課長 

事業者がまさか撤退して決まらないという

ことを想定していませんでした。とはいえ予算

も取っていませんし、補正をかけるほどの内容

でもなく、概ね同じような公募条件で行けそう

だったので、区の手弁当で行うことにしました。 

 

○秦委員 

野村証券は再委託をしていないのですか。野

村証券本体がやっているのですか。 

 

○資産活用担当係長 

野村プロパティーズというところに不動産

関係の調査だけは再委託していたと記憶して

います。ただし、野村グループの中で、再委託

の申請書を出させた上で対応していただいて

います。 
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○秦委員 

別発注で測量・分筆業務をしているので、野

村プロパティーズはこちらの方ではないので

すか。 

 

○資産活用担当係長 

サウンディングに関しては野村証券が全て

行っています。本当に 1部分だけ前提条件を調

べる時に野村プロパティーズを使っていると

いう感じです。 

 

○飯塚会長 

この創出用地は元々は何だったのですか。公

園の一部ですか。 

 

○資産活用担当課長 

上沼田東公園と書いてある土地の１／３ぐ

らい西側のところに学校跡地がありました。学

校が統廃合で土地が空いたので、この学校の土

地と元々創出用地だった公園の土地を入れ替

えた形で、幹線道路沿いに創出用地を設けて、

民間活力を図っていこうという形で事業を進

めているところです。 

 

○飯塚会長 

何になりそうですか。 

 

○資産活用担当課長 

今、公募中です。決定次第、報告させていた

だきます。 

 

○飯塚会長 

サウンディングして、どういった意見があっ

たのでしょうか。 

 

○資産活用担当課長 

上沼田東公園と南側にある高野小学校跡地

スポーツ施設、そして今回の創出用地、この３

施設連携を、まずテーマに事業を進めようとし

ています。内容としては、江北エリアデザイン

計画の中で、住んでいるだけで自ずと健康にな

るという位置付けをしているエリアなので、基

本的にはそのテーマに沿った提案をしていた

だくというところで公募をかけているところ

です。 

 

○秦委員 

令和６年度の時、ヒアリングをしているのが

スポーツ施設、物品販売、医療などだったので

すが、結局辞退になったので、もう 1度やり直

しているのですか。そうなるとまた違う業種に

なるのか、あるいはこのうちから継続してヒア

リングしているのですか。 

 

○資産活用担当係長 

サウンディング型市場調査というのは、どう

いう可能性があるのかということを聞き取り

して、それを踏まえて区がその公募条件、募集

要領を作るために行うので、調査はその時点で

終了です。そして作った募集要領に沿って応募

をしていただくことになります。 

 

○秦委員 

よく野村証券がサウンディングを引き受け

てくれたと思います。４８ページを見ると、他

の業者は類似経歴がないとか、参加条件が合わ

ないとか、なかなかこういう対象としては難し

いという表現になっているようには思います。

野村証券はだいぶ業体としては違うような感

じがするのですが、引き受けてくれたのは、サ

ウンディングについて強みがあるということ

でしょうか。 

 

○資産活用担当係長 

まず今回の契約の募集条件なのですが、４０

００㎡以上のこういった土地活用の支援の経

験があるということを条件に入れさせていた
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だきました。今回の土地は４１００㎡ほどある

ので、ある程度大きい土地の活用の検討をやっ

た事業者と一緒に、私たちはやりたかったとい

うことがあります。そのため、おそらくその規

模観から、他の事業者は入ってこれないところ

があったのかもしれないと思います。野村証券

は結構経験が豊富だったので入ってこれたの

だと思います。 

 

議案第５号 足立区こども計画策定業務委託 

○物品契約係長 

 議案第５号です。契約件名は足立区こども計

画策定業務委託です。契約方式は指名競争入札、

契約種別は委託となります。契約金額は１２、

６２８，０００円。契約の相手方は株式会社地

域計画連合で、区外業者となります。契約期間

は令和６年７月１８日から令和８年３月３１

日となります。業務内容は、子供や若者の支援

における社会の方向性や動向、他自治体の同様

の計画の策定状況等を収集・分析し、区にデー

タ等により情報提供を行うこと。また審議会の

運営支援や、計画案や計画資料の作成支援、パ

ブリックコメント支援などがございます。審議

対象としましては、競争入札参加資格の審査結

果は、５７ページの入札業者表の通りでござい

ます。入札経過につきましては、５８ページの

入札経過調書をご覧ください。今回は、１０社

を指名しまして、４社が札入れし、６社は辞退

となっております。主な辞退理由は、実績不足

や体制構築が困難なためとなっております。下

見積もり業者としましては、２番目の株式会社

創建、３番目の株式会社地域総合計画研究所の

２社となります。落札率は７２．２％です。 

 

○鈴木委員 

こういったことは国や東京都が色々なこと

をやっていますが、足立区が行う場合には、ど

ういうことを狙っているのでしょうか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

今回のこども計画の策定につきましては、国

のこども基本法が制定されたことによって、各

自治体に策定が努力義務とされたことによっ

て、今回、策定を進めているという背景があり

ます。その際に国からは、子ども・若者の育成

支援と、少子化社会対策と、子どもの貧困対策

の３つの視点を計画の中に盛り込むことが、計

画の骨組みとして示されております。それに基

づいて足立区でも、こども計画策定を進めてい

るところでございます。足立区としては、かね

てから子どもの貧困対策に力を置いて実施し

てきましたので、特徴としては子供の貧困対策

の計画をベースに、子どもの新しい計画を立て

ていくということで進めています。 

 

○秦委員 

子ども貧困対策・若年者支援課というのは、

スタッフは何人体制ですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

今は６名体制です。 

 

○秦委員 

この契約は２年間になっていますが、計画自

身は１年で終わっていますよね。令和７年３月

付けでこども計画は、もう策定が終わって公表

されていますよね。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

まだ計画は策定はされていなくて、７年度末

で終了となっております。 

 

○秦委員 

足立区子ども子育て支援事業計画とは違う

のですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

それとは違う計画です。 
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○秦委員 

審議会を設けて、審議会で答申を出して、答

申を踏まえて計画を立てるという流れですよ

ね。通常であれば、主管課がやっていくという

ところですが、そこはなかなか難しいので民間

を活用しながら一緒にやっているところだと

思いますが、どちらかというと主体になるのは

行政の方だと思います。その辺はどういう形で

運営がされているのか。特に相手の地域計画連

合は、こういうのが得意の分野だと思いますの

で、地域計画連合のスタッフがどういう形で参

画しているのか。例えば足立区に来て、担当課

の一角に机と椅子を置いて一緒にやるとか、あ

るいは来た時だけ会議室で打ち合わせをする

とか、どういう役割分担で運営をやられている

のですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

基本的には、必要な時に来ていただいたり、

オンラインでの打ち合わせを通して計画の作

業を進めているような形です。契約自体は作業

委託になりますので、計画の中身については足

立区の方で作り上げています。いわゆる計画の

デザインとかいったところについて、基本的な

作業を委託しているという中身になります。あ

とはその計画の中身を組み立てていく中で、他

の自治体の参考になる情報とか、国の動きとい

ったところの情報も提供していただきながら

作業を進めていくといった流れになります。 

 

○秦委員 

この仕様書を読むと、こども計画審議会運営

支援と書いてありますが、基本的に担当課がや

るようなことを結構委ねながらやっているよ

うに見えます。子どもの貧困対策検討会議・検

討部会は担当課が中心になるのでしょうけれ

ども、運営実施というのは担当課がやるような

ことを委ねているようにも読めます。計画案、

計画資料、概要書の作成支援を行うとなってい

ますが、現実に作成するというようになってい

るので、次は区長答申案作成になっています。

仕様書に書いてあるので、あたかも委託業者が

中心になってやるがごとく書いてあります。そ

うではなくて、担当課としてきちんとリードし

ながらやるべきですが、そこはどのようになっ

ているのですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

今回、こども計画の策定にあたって審議会は、

令和６年度から５回開催していますが、会議の

内容等については所管課の方である程度固め

ています。当日の資料を作成したり、会議の準

備を行ったり、当日の議事録を作成したり、会

議の内容を後でこちらの方にフィードバック

してもらったりとかの支援を、業者の方に契約

の範囲内でやっていただいています。 

 

○秦委員 

役割分担は明確になっているのですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

役割は明確になっています。 

 

○秦委員 

直接、指揮命令しているような形になること

はないのですね。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

指揮命令をこちらからすることはないです。

内容については、例えば資料の作成をお願いし

たい場合は、契約の範囲内でやってもらってい

る形です。 

 

○秦委員 

委託者が、担当課に来た時は会議室で打ち合

わせをするのですか。 
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○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

会議室で打ち合わせを行っています。 

 

○秦委員 

審議会とか検討会の会議を一緒にやってい

るように思えてしまいます。イメージがなかな

か湧きにくいのですが、外部の力を借りながら

目的を達するということが大事なので、それで

色々な知恵を借りながら、最終目的まで一応作

っていくという形が今は多くなっています。ど

うしても省力を図りながら、最も効率よくやる

には、そういう形を取らざるを得ないというこ

とになるのでしょうね。 

 

○鈴木委員 

今はＡＩを活用してという話しが世の中に

広まっているのですが、こういった進め方の時

にＡＩを使うといった発想は区役所にはない

のですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

計画を立てる上で、区の進むべき方向性とか、

過去の実績を踏まえた計画作りに対しては、な

かなかＡＩを活用しても、例えば足立区として

の色とか思いとかといったところまでは、おそ

らくＡＩでは難しいかなと考えています。そこ

は今までの経験値とか所管課の思いといった

ところが大事になってくるので、そこは人でや

るしかないのかなと思います。 

 

○鈴木委員 

無闇やたらにＡＩを活用した方がいいとい

う意見は全くないです。それを全部ＡＩに任せ

て、出てきたのでやりますということになった

ら、本当に間違いになってしまいます。 

 

○契約課長 

鈴木委員のおっしゃるように、こういった大

きい業務の中でも、会議録を作るというのはＡ

Ｉでも簡単にできますし、そういった小さいと

ころからでも活用できると思います。 

 

○秦委員 

この計画の名称は何になるのですか。こども

計画の答申は出ていますよね。それを踏まえて、

この１年で来年３月までに出す表題は何です

か。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

足立区こども計画です。 

 

○秦委員 

そうすると今まで一次、二次、今回３次まで

やられているから、全く別のものを新たに１つ

作るということですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

今までは、足立区子どもの貧困対策実施計画

という計画が１期２期という形で進めてまい

りましたが、今回はそれを包含して足立区こど

も計画ということで、新たな計画として作りま

す。 

 

○田中副会長 

この貧困計画は令和６年度が最終年度とい

うことは、今年１年はないということですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

延長しております。 

 

○田中副会長 

今年だけ手落ちになっているわけではない

わけですね。それがこども計画に形を変えるの

ですね 

 

○秦委員 

その場合の一次と二次の時は、どういう形で

策定されるのですか。 
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○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

子どもの貧困実施計画は、自前で策定してお

りました。今回こども計画の策定に際して、初

めて審議会を立てて、計画を作成するというよ

うな経過です。 

 

○田中副会長 

スケジュールを見ると、パブリックコメント

の実施が終わったぐらいだと思うのですが、パ

ブリックコメントはどういう形で収集してい

るのですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

非常に策定作業に時間を用していて、実はパ

ブリックコメントがまだできていません。１２

月の議会報告を経てからパブリックコメント

に実施するということで、少しスケジュールが

後ろ直しになっております。 

 

○秦委員 

２年計画で落札金額１２６０万円ですけれ

ども、その入札で見ると落札率がものすごく低

い。こういう内容のものだと、やればやるほど

かさんでくると思うのですが、落札率が低いの

は、ノウハウを地域計画連合が持っていると思

うので、そういったものを使っているからこの

ぐらいでできているというように考えればい

いのですか。 

 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 

地域計画連合については、他の自治体でもこ

ども計画を実際に立てていたり、足立区でも実

際の基本計画に携わっていたり、都市マスター

プランの策定に関わっていたりします。足立区

の計画もよくご存知ですし、他の自治体での計

画策定の実績もあるので、そういったところを

踏まえると、ある程度行われた金額でできてい

る可能性はあるように推察されます。 

 

○飯塚会長 

 お諮りします。議案第１号から議案第５号ま

での契約手続きは適正であったと認められる

ということでご了承いただけますでしょうか。 

 

－全委員了承－ 

 

３ 報告事項 

（１）令和７年度の不調・不落について 

○契約課長 

 今年度の不調・不落・中止件数の実績でござ

います。工事に関しては、令和７年度は４５件

が不調・不落・中止となっています。主な点で

言いますと、建築が昨年度に比べて２７件で１

１件増となっていますので、この点が少し大き

いところでございます。続いて委託です。委託

に関しても、７年度は合計で７７件、令和６年

度に比べて１１件増えている状況です。こちら

も主なところで言いますと、設備設計の部分が

７年度は３４件で８件増というところでござ

います。２の状況別内訳ですが、不落に関して

は５４件です。入札はあったけれども落ちなか

ったものが５４件。手は上がったけれども実際

の入札はなかったものが４７件です。入札参加

希望なし。これは手も上がらず入札もなかった

ものが８件です。１社しか希望がなくて、でき

なかったものが５件で、最後の入札中止という

のは、事情により、例えば大規模な工事で、建

築がダメになって付随してその電気とか給排

水も中止せざるを得なかったものが８件とい

うものです。合計で１２２件です。この不調・

不落・中止に関して、その後どうなったのかと

いうのが３の処理後結果別内訳のところです。

その後、入札をして落札決定したものは４９件

で、再発注しているものは９件、今年度は対応

なしとしているものは３３件です。これで９１

件なのですが、左側の件数は１２２件とありま

す。重複している案件がありますので、ここで
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差が生じているという状況でございます。６１

ページから６５ページまでは、それぞれの契約

の状況でございます。以上でございます。 

 

○秦委員 

問題なのは最終的に落札できていないもの

が問題なので、それが今年度対応なし３３件、

これが 1番問題です。この中身を見ると、工事

が１０件で、設計が２３件です。工事１０件の

うち９件が建築です。中身を見るとそもそも価

格の入札がないのです。どちらかというと辞退

と不参加、これがほとんどです。それに対して

設計の方は２３件あるのですが、設計の方を見

ると辞退とか不参加というのもあるけれども、

圧倒的に価格超過なのです。入札はしているけ

れども、要は価格の設定が合わないため結局入

札できてない。だから性質が随分違うと思いま

す。設計の関係は、足立区の宿命的なところが

あって非常に多いので、対策をとらなくてはい

けない。問題は工事の方です。工事の方は入札

の問題もあるでしょうけれども、それ以前に結

構大きな問題があるのではないかと思ってい

ます。それはたまたまＮＨＫの首都圏情報ネタ

取りで放送されていたのですが、これは全国の

話しで、特に多いのは東京なのです。官庁工事

について入札できない、工事ができないという

ことです。それは労務費がものすごく上がって

いるのもありますが、要は人員の手当てができ

ない、労務不足ということがものすごく多いと

いうことです。それから物価の高騰などがあっ

てなかなか入札できない。それから民間の事業

も結構あるので、そっちの方にも流れるので、

そうすると官庁工事がなかなかできない。それ

は足立区だけではなくて、全国にも多いという

報道があって、なるほどと思ったのはまさにこ

のところなのです。入札がそもそもできてない

というのは、業者として入札が厳しい環境にあ

ると考えた方がいいのかどうかです。入札がな

いので、今年度対応無が１０件ぐらいあります。

そうすると別のことも考えなくてはいけませ

ん。ＮＨＫの報道では、統合問題とか、市町村

が共同で利用するとか色々なことを言ってい

ますが、８市町村で施設の総合利用とか、機能

の集約化とか、総務省では統廃合みたいなこと

を考えるべきだとか、横浜市では労務費だけ上

乗せで別個にしたらどうかという話しもあり

ます。要は入札の手続きだけでやっていても、

なかなか解決できないような問題が出てきて

いるのではないかということです。そのため、

そういった点をどうするのかということも、合

わせて考えていく必要があるということの一

端が、ここに出ているという感じがしました。 

 

○契約課長 

入札制度だけではどうしようもないという

点もありますので、特に施設営繕部の建築や設

計を発注する課の方でも、色々と不調・不落の

対策を取っています。例えば前倒しで予算を取

って、発注時期をずらしています。大体どこの

自治体も年度当初に集中してしまう傾向があ

って、夏休みの工事というものもあるので、工

期をずらしたりとか、発注事業をずらしたりと

いった工夫をしています。しかし、先ほどから

発言があるように、どうしても事業者の人手不

足であったり、物価高騰等であったり、様々な

社会状況があって、なかなか入札まで至らない

という状況は続いているのが実態です。少しで

も何か対策は取らければいけないと思うので

すが、これというものがなかなか無いというの

が現状でございます。 

 

○田中副会長 

今日の案件は、今までよりも人手不足系の辞

退が目立ったような気がします。良い案は無い

のですが、何らかの対策を考えていけるといい

かと思います。 

 

○鈴木委員 
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足立区で言うと解体などは、業者が多くて不

調・不落にならないです。要するにベースとな

るものがそれぞれ違うから、対策もおのずと違

ってきますので、対策が難しくなります。また

環境がどんどん変わってきますので、その都度

色々なことを考えなくてはいけないことだと

思います。 

 

○飯塚会長 

令和６年度と比較していますが、令和５年度

と令和６年度を比較して増えていたような気

がするので、さらに今年もかなり増えているよ

うだと、対策をしなければ本当に回らなくなっ

てしまうところに来ているだろうという印象

を受けます。令和８年度は改善していくかと言

うと、そうなる様子は今のところ見られないよ

うな気がします。そのため対策を考えなければ

いけないという感じはしますが、難しいという

のが実態だと思います。 

 

○契約課長 

少し悪循環になっていると思います。不調が

続くと、新たなものにどんどん積み上がってし

まいます。 

 

○総務部長 

柔軟に考えて、発注時期が集中していたのを

前倒しにしても、夏休み学校工事という概念が

どうしてもあります。子供たちの学習の環境を

担保するために、夏休みに集中して工事するこ

とにどうしてもなります。段階的に工事をして、

なるだけ夏休み以外のところでも工事を入れ

られるようにすることで、少しでも改善できる

ことがあります。予算取りの問題もあるので、

工事が必ず年度の始めというよりは、前の年度

から議会のご承認をいただいて、取りかかりを

できるだけ早くできるようにするということ

をやっています。 

 

○秦委員 

公募型の指名競争入札ではなかなか落ちな

くて、指名競争入札にしたら落札しているとい

うのが結構あります。これはどのように考えれ

ばいいのですか。 

 

○契約課長 

理由は 1つではないと思いますが、事業者か

らすると、指名してくれたので入れようという

気になるというのは実際にあるようです。何も

声かけないでいると、自分たちの利益を取れる

ものだけに入札をしてくるようです。 

 

（２）指名停止措置状況について（６月～１０

月） 

〇契約課長 

 今回は６月から１０月で１４件ございまし

た。まず６７ページでございますが、こちらに

ついては東京都で営業停止処分がございまし

て、それに伴って区の方でも３社に、４か月の

指名停止したものでございます。次の関東建設

工業株式会社については、令和７年６月に、入

札妨害の疑いで逮捕起訴されたという事件が

ございまして、それに伴いまして４か月の指名

停止をしたものでございます。次の芝園開発株

式会社ですが、足立区の自転車対策の業務委託

で、移送所の責任者が着服をしたものでござい

ます。そういった事故があったため、３か月の

指名停止をしたものでございます。こちらにつ

いては、会社としてはきちんと区の方に報告を

して、お金についても事業者の方できちんと手

当てをして、その責任者の方にもきちんと事情

聴取をして誠実に対応していたところでござ

います。次の株式会社中央技術コンサルタンツ

については、７月に宮城県の気仙沼市で、入札

妨害の疑いで逮捕された事件がございました

ので、それに伴いまして２か月の指名停止した

ものでございます。続きまして６８ページでご

ざいます。十一堂印刷株式会社については、一
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旦落札したのですが、すぐに辞退をされてしま

ったものでございます。これは印刷物だったの

ですが、仕様書の内容で納期を２回に分けて納

品し、２回の納品に合わせてそれぞれ２回校正

するという仕様書だったのですが、１回の校正

で、１度に全部を印刷をして、その後、納品を

２回に分ければいいというように勘違いして

いたというものです。そういう内容だとできな

いということで辞退されたので、３か月の指名

停止をしたものでございます。次の株式会社ト

ッケンですが、公園遊具の点検委託で落札した

のですが、落札の翌日に人員不足を理由に辞退

したというものでございます。次の株式会社イ

トダネームについては、デフリンピックの記念

品の購入で落札したのですが、同等品の場合は

事前に所管に内容を確認して了承を得てから

入札することとしていたのですが、入札前に所

管の了承得ずに落札後に確認したもので、認め

られる内容ではなかったので、辞退ということ

で指名停止になっています。最後の４社に関し

ては、具体的には２社で工事と物品ですけれど

も、９月に独占禁止法違反で、トラックとかの

車両の販売価格の引き上げについて、両者が合

意して競争を実質的に制限したということが

ございましたので、こちらについては２か月の

指名停止をしたものでございます。 

 

４ その他事項 

（１）多重下請けについて 

〇契約課長 

 一つ目は多重下請けについてです。これは議

会からご意見がありまして、下請けが例えば五

次、六次とか多くなってしまうと、労働報酬下

限額がきちんと支払われないのではないかと

いう背景をもとにお話しがありました。例えば

他の自治体では三次までに制限をかけている

ところもあるようです。そのため、足立区もそ

ういう制限をかけるなど、まずは他の自治体の

状況を把握して制限をかけるなどの対策をし

たらどうかというご意見がございます。建設業

界にも確認したのですが、今は、下請けは三次

ぐらいまでに、ほとんどが収まっているという

状況だと聞いています。また労働組合にも聞い

たのですが、最近は三次ぐらいに収まっている

という認識とおっしゃっていました。区の方で

も、公約条例の適用の工事に関しては、ほとん

どが下請け三次までとなっています。あっても

四次というところです。建設業界からも、五次

とか六次というのは昭和の話しで、今は違うと

いったご意見がありました。 

 

○飯塚会長 

多重下請けについては、労働報酬下限額の問

題もそうですし、他にも責任の所在が不明確に

なるとか、元請けの指示がどこまできちんと下

請け三次、四次、五次、六次ぐらいまで現場に

伝わっているかとか、その上で仕上がりについ

て懸念が生じていないかとか、色々な問題があ

ります。もしそういう実態があるのであれば、

その通り制限をかけることを検討するという

のも 1つの考えとは思います。けれども、実態

がそこまでないということであれば、どこまで

するかというところですかね。 

 

○田中副会長 

このアンケートは実施されているのですか。 

 

○契約課長 

お手元にお配りしているのは、労働組合が行

ったアンケート調査で、現場に行って調査をし

ているものです。 

 

○田中副会長 

その結果からも三次ぐらいまでで、それから

先はあまりないということなのですか。 

 

○契約課長 

具体的には、今、手元にはないのですが、組
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合の代表の方と話した時には、三次ぐらいまで

ということでした。 

 

○田中副会長 

飯塚会長がおっしゃるように、きちんとお給

料が担保されているかどうかというところが

１番の問題だと思うので、そこがきちんとされ

ていれば、まずは大丈夫なのかなという気がし

ます。 

 

○契約課長 

集計しているものを見ているのですが、大体

一次、二次です。三次、四次というのはほとん

どないです。 

 

（２）公契約条例の運用について 

○契約課長 

公契約条例の運用についてです。これも労働

組合や議会の方からご意見があって、例えば公

契約制度の実行性を上げるために、今、お話し

があった組合が行っている現場でのアンケー

トを、区の方でも定期的に抜き打ちで、労働者

に直接ヒアリングを行って、やるべきだという

ご意見を頂戴しています。こちらについて区と

しては、まず通報制度があって、労働者から下

限額を下回っているという通報がないところ

で、抜き打ちでやるというのは少しやりすぎか

なと思っていますので、そこはできないと思っ

ています。事業者にもお聞きしたのですが、金

額に関してはきちんとお支払いしていますと

のことです。かなりの人材不足で、人を集める

のも大変で、払わないと集まらない状況だとい

うことも聞いています。公契約条例では、通報

があった時、疑義があった場合には、区の方で

元請け業者に調査をすることになっています

ので、条例に記載していないものを行うという

のは、違うのではないかという意見もございま

す。そういったところを踏まえて、なかなか実

際に抜き打ち調査とか、直接労働者にヒアリン

グを行うことは難しいと思っています。また労

働報酬審議会でも、事業者側、建設業界側、専

門家の方で意見が様々ありますので、そういっ

た点を踏まえて、ご意見を頂ければと思います。 

 

○田中副会長 

まずは通報制度があるということの周知徹

底を、行っていくことではないかと思います。 

 

○鈴木委員 

行政としてやるべきことはもちろんあるわ

けで、それを超えて問題が起きてないのに追加

で何かやりましょうというのは、私はやりすぎ

と思います。問題が出てきたら、それについて

行政としてさらに追加してやるべきだという

議論はあって当然だと思いますが。 

 

○飯塚会長 

労働組合の方でそういう実態を把握したの

であれば、労働者本人に働きかけて通報という

こともあり得ると思いますので、通報があれば

対応するということでよいと思います。 

 

○秦委員 

今回の公契約条例の改正の趣旨からいくと、

従来のやり方だと事業主としての負担が極め

て多いのでなかなか対応は困難ですし、行政側

も個別にチェックするという仕組みにしてい

るので、非常に負担が重い状況で動きにくいと

いう状況だったのを、大きく切り替えたわけで

す。要は簡素化するというのか、個々にチェッ

クするのではなくて報告方式にして、事業主に

判断を委ねていく。もう1つは労働者について、

周知が不徹底だったので、きちんと周知を深め

ていくというか、認識を高めていくことによっ

て、個々の労働者がチェックをして申し出ても

らう、そういう仕組みに切り替えて負担を軽く

することによって適用対象を広げたというこ

とが本来の趣旨です。新たに事業主の負担を増
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やすとか、あるいは区の行政の財政負担なり事

務負担を増やすといったことは、そもそも念頭

に置いてない体制に改正していますので、それ

に合わせた形で、より効果があるような形でや

っていく必要があると思います。そういう意味

では、1 番の中心はその事業主がきちんと認識

して、労働者への周知をやらなくてはいけない

ということは当然あるとしても、１番大事なの

は労働者が認識を持ってもらうということで

す。今でも公契約条例を知らない人が７割近く

いて、下限額を上回る金額もらっているという

認識も、大体７割から８割ぐらいなのです。令

和５年のアンケート調査では、多くの人はもら

っているという。しかも、もらってないという

ところも確認したら、必ずしもそうではなかっ

たということで、基本的にはうまく回っている

というのが今までの我々の認識です。そこを回

ってないということであれば、やはり周知をよ

り一層やっていく。まだ制度改正したばかりで

すから、効果の浸透を図っていくには、やはり

周知が必要なので、周知を区が直接できるとこ

ろがあれば、そこはやっていく必要があるし、

事業主が本来は責任があるので、事業主がやっ

ていけるように接触しながら高めていく。そこ

をやっていくべきで、新たに事業主の事務負担

を強いることは、せっかく事務負担の軽減を拡

大しているのに、逆行するようなことはあんま

り望ましくないし、区の方もその趣旨に合わし

て浸透させるというのが1番重要なところです。

そこを一層やっていくべきだと思います。新た

な負担というのは、非常に難しいですし、本来

の制度改正の趣旨と反するような話しなので、

制度改正の趣旨に合わせて、よりそれを効果あ

る形で進めていくべきだと思います。 

 

○契約課長 

事業者も、事業側がきちんと労働者に周知す

るということを言っていますし、区側も公契約

現場に行って、労働者に直接ということではな

いのですが、現場の代理人とか責任者を通じて

周知を図ったり、ポスターが貼られているかと

か、そういったことはやっていますので、そう

いったところで周知を強化していきたいと思

っています。また例えば朝礼の場面を使って、

区の職員が労働者に直接周知をすべきだとい

うご意見もあるのですが、さすがにこれから作

業をしようとする時にやるのはどうかと思っ

ています。 

 

○秦委員 

事業主を抜いた区の役割って何ですか。やは

り事業主がいて、事業主と雇用者の関係なので、

そこに区が入っていくというのはなかなか考

えにくいし、会社の趣旨からすると著しく違う

ような話しだと思います。 

 

○田中副会長 

ものすごく問題が起こっているというので

あれば話しは別ですけれども、そうでない段階

でそこまでする必要性を私は感じません。 

 

（３）足立区契約事務規則の一部改正について 

〇契約課長 

 次は契約事務規則の一部改正についてです。

前回の審議会の中で少しお話しさせていただ

きましたが、工事については主管課契約を１３

０万円だったのを２００万円に引き上げる。物

品関係については３０万円までだったのを８

０万円に引き上げるというものです。小学校、

中学校についても、区長部局の６割程度を基に

引き上げるというものでございます。これは庁

内にも通知して、事業者の方にも、ネットの中

で周知を図っています。この１月から改正をす

る予定でございます。 

 

（４）予定価格の事前公表について 

○契約課長 

予定価格の事前公表を、不調対策の一環とし
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て、してはどうかというご意見が庁内の中であ

りました。これまでの経緯からする、事件事故

が足立区であって、工事でいうと１億円だった

のを６０００万円に引け下げて拡大をしてき

たという経緯があるので、どうなのかなと思う

ところもあります。これから予定されている大

規模な工事、例えば特定の案件だけを事前公表

にするとかということも、どうかということを

お聞きしたいと思っています。 

 

○秦委員 

趣旨はどういう意味ですか。 

 

○契約課長 

不調対策です。 

 

○秦委員 

さっき見たように、ほとんど価格の入札がな

いのです。だから入札以前の問題なのです。入

札していて価格超過しているというのであれ

ば、まだ事前公表して誘導するということはあ

りえますが、そもそも入札がないのです。先ほ

どの工事で見たように、辞退するか不参加なの

です。１件か２件、特に６０００万円以上なの

で、２件あって、２件のうち１件価格超過とい

うのはありましたけれども。例外的なもののた

めに、入札制度改革をしたにも関わらず変える

ということは、大きな理由がないと、本格的に

不調問題でそこがクローズアップされて、そう

なるという確証が持てるならばまだ有りうる

とは思いますけれども、そうでない限りはやら

ない方がいいと思います。６０００万円以上が

事後公表になっています。原則は入札制度は事

後公表です。それは国の方針だし、総務省の方

針と思います。 

 

○契約課長 

事業者にも聞いたのですが、不調対策という

ことだと、事前公表にしたからといってそこは

問題でないとのことでした。 

 

○鈴木委員 

もし技術者がいなかったら、事前公表されて

も、その金額を見てどこかからか技術者引っ張

ってくるかという発想にはならないと思いま

す。 

 

○田中副会長 

総合的に考えて、あまり効果がないような気

がします。 

 

４ 閉会 

○飯塚会長 

 本日の審議会はこれまでとします。議事録は

事務局で作成して、各委員に送付願います。委

員全員が内容を確認後に、区長へ提出といたし

ます。よろしいでしょうか。 

 

－全委員了承－ 

 

〇飯塚会長 

 以上をもって令和７年度第２回足立区公契

約等審議会を閉会します。円滑な議事進行にご

協力をいただき感謝いたします。 


